
地域整備に関する事務フロー

嘉麻市長 地域整備協議会

嘉麻市地域整備協議会（地域ごとに設置）

（１）内容
各地域の地域特性をいかした地域整備

のあり方や整備方針、支所のあり方を調査
協議し市長に答申します。

（２）委員構成
・学識経験者 １人以内
・公共的団体等が推薦する者 ９人以内
・市民からの公募による者 ２人以内
合計１２人×４協議会

平成２９年６月諮問
平成２９年１２月答申見込

【協議会への諮問・答申】
協議会に諮問し、調査・協議結果である答
申を尊重し、各施策に反映させます。

諮問

答申

【議会への報告】
地域整備に関する進捗状況や決定事項を
随時報告します。

市役所内で組織された各庁
舎周辺地域の専門的分野に
詳しい検討組織

各地域専門部会 専門分野依頼等

回答・提案等

様々な諸条件やアンケート、ヒ
アリングの結果などを検証・分
析し、地域整備基本計画（案）
について技術的見地から事業
計画を整理します。

コンサルタント

調査・分析結果の提供

４協議会の進捗状況の確認と
協議会間の調整を行います。

連絡調整会議

嘉麻市議会

地域整備に関する進捗状況等について、
報告を受けます。

進捗報告

市民

〇情報の提供
市民のみなさまは、広報誌、ホームペー
ジなどにより地域整備について情報をご確
認できます。

【情報の提供】
地域整備課題に関し、嘉麻市広報誌、公
式ＨＰ、回覧板等により、地域整備に関する
情報を的確に提供します。

情報提供

ご意見等

【事務の執行】
地域整備の課題について、協議会からの
答申を尊重し、また、各専門的な調査検討
結果を参照しながら、「地域整備基本計画」
を策定し、その計画に基づき、事務を執行し
ます。

随時

計画の策定
※策定した計画に基づき今後の
事業等の実施を行う予定です。


